
設置許可本文11号届出・保安規定及び設工認(プラント全体)申請手順 

2019年度 2020年度 

１．設置許可本文11号 届出 

設工認審査に合わせて確認 

２．保安規定 
申請 

面談*1 

認可 

３．設工認 

申請(第1G) 認可 

４．認可・届出不要工事の使用前事業者検査 

設工認認可前の使用前事業者検査に
ついては、認可事項との同等性確認
も検査として実施 

５．溶接事業者検査 

（溶接）使用前事業者検査 

７．社内QMS措置検討 
施行 

施行 

新法適合QMS施行 

ただし、法要求は満たすことはマスト 
・使用前事業者検査に係る「工事の方法」「品質管理の方法」等をQMSで整備 
・溶接事業者検査は使用前事業者検査に移行し、保安規定の溶接事業者検査に紐づく活動と定義 

保安規定認可までは現行の保安措置で良いとされる期間＝現行保安規定に紐づくQMSは維持 

審査 

認可 
プラント全体の設工認 
認可以降 

2019年11月12日  
原子力エネルギー協議会 

申請(第2G) 

使用前事業者検査 

溶接事業者検査 

(本文11号が有効となる時点) 

許可事項と保安規定の不整合は経過措置でカバー 

６．定期事業者検査 

（自主の独立性あり）定期事業者検査 定期事業者検査 （独立性） 

審査（工事の方法・品質管理の方法・基本設計方針・許可整合性） 

補正申請(必要に応じて) 

面談*1 

*1：新検査制度対応に係る面談（標準案の確認） 

設工認に従った独立性 

ⅰ）個別工事の設工認 

ⅱ）プラント全体の設工認 

補正申請(必要に応じて) 

申請 

代表プラントで審査 

(建設炉QMS) 
新法適合QMS施行 

保安規定のない建設炉は現行の保安措置（自主）が継続 

保安規定施行で一致 

保安規定に従った独立性 

後続プラント審査 


